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　定住促進のため、市内に居住している市民が返還した
奨学金の一部を補助する「加西市 UJI ターン促進補助
金交付制度」の平成 31 年度の申請を受け付けます（郵
送も可）。
●補助金額／前年度中に返還した奨学金の 1/3（ただし
上限は 10 万円とし、前年度の住民登録期間が 1 年未満
の場合は、住民登録の月数で按分）
●受付期間／ 4 月 1 日（月）から 5 月 7 日（火）まで
※継続して申請される方も再度申請してください。

返還している奨学金を 1/3補助 問合先／人口増政策課☎42-8700 fax43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp

●対象者／次の要件を全て満たす方
①平成 24 年 4 月 1 日以降から奨学金の返還を開始し、
または24年4月1日以降に加西市に住民登録した方で、
引き続き住民登録があり、居住している方
②月賦、半年賦、年賦で奨学金（返還期間が 9 年以上
のもの）の返還を行い、滞納していない方
③市税等の滞納がない方
※詳しくは市ホームページでご確認ください。

ひとり外出高齢者等家族支援事業について 問合先／長寿介護課☎42-8728　
fax42-8955 kaigo@city.kasai.lg.jp

●制度の概要
　認知症等でひとり外出をして行方不明になるおそれの
ある高齢者等を在宅で介護されている方に、GPS 等に
よる位置情報探索端末機の購入費等の一部を助成する事
業を 2 月 1 日から開始しました。

●対象者
　在宅で認知症高齢者の日常生活自立度が 2 以上の（例：
たびたび道に迷う、服薬管理が自分でできない等）ひと
り外出行動がみられる 40 歳以上の者を介護している家
族等。市内に住所を有する本人・家族に限ります。
※入院または施設に入所している方は利用できません。

●対象となる費用
　新規契約に必要な登録手数料、GPS 等による位置情
報検索が利用できる端末機の購入や貸与にかかる費用

●費用助成限度
　10,000 円（税込み）
●手続き等
　長寿介護課までお問い合わせください。

高年齢者の雇用支援メニュー 問合先／産業振興課☎42-8740　
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構☎06-6431-8201

65 歳超雇用推進助成金
●65歳超継続雇用促進コース
　以下のいずれかの制度を実施した事業主に支給（5 万～ 160 万）
　㋐ 65 歳以上への定年の引き上げ　
　㋑定年の定めを廃止　
　㋒希望者全員を対象とする 66 歳以上の継続雇用制度の導入　
●高年齢者雇用環境整備支援コース
　高年齢者の雇用安定のために、以下のいずれかを行った事業主に支給（所要経費の 45 ～ 75％、上限額 1,000 万）
　㋐機械設備の導入、作業方法・環境の改善
　㋑賃金、能力評価、労働時間など雇用管理制度の導入、見直しおよび健康管理に関する制度の導入
●高年齢者無期雇用転換コース
　50 歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換した場合に支給
　（対象者 1 人につき 48 万　※中小企業以外は 38 万）

65 歳超雇用推進プランナー制度
・65 歳以上への定年引き上げや継続雇用などを検討している会社に対し、専門家が無料で助言などの支援をします。
・企業診断サービスなどのツールを利用し、各企業への具体的な提案書を作成します。
・高齢者の経験を生かしきれていない、高齢社員のモチベーションが低いなどの相談にも応じます。
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町ぐるみ健診のお知らせ 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

●場所／
ＪＡ兵庫みらい本店 農協会館（加西市玉野町 1156-1）

日　　程 地　区 内　　容
6/12（水）

北　条
富　田

特定基本健診
胸部検診
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
子宮頸がん検診
肝炎ウィルス検診
骨粗しょう症検診
歯周病検診
胃がんリスク検診

6/13（木）※

6/14（金）

7/10（水）※

賀　茂
下　里7/11（木）　

7/12（金）

10/2（水）※

九　会
富　合10/3（木）

10/4（金）　

10/26（土） 託児あり 全地区

11/13（水） 多加野
西在田
在　田

11/14（木）※

11/15（金）

12/1（日） 託児あり 全地区

　町ぐるみ健診は、例年 3 月の「町ぐるみ健診申込書」
でお知らせしておりましたが、平成 31 年度からは、広報
かさい 4 月号と一緒に配布する「健診ガイドブック」に
て詳細をお知らせします。
　この健診は、受診される方の受付時間を指定し、短時間
で複数のがん検診が受診できます。
　生活習慣病の早期発見・早期治療のため、年１回は健診
を受けて、ご自身の健康管理にお役立てください。

●認定資格を持つ栄養士です
　病態栄養認定管理栄養士、NST コーディネーター、
日本糖尿病療養指導士、栄養サポートチーム専門療法士
の認定資格を有する管理栄養士と特定保健認定管理栄養
士がいます。

加西病院のコーナー　                        ホームページ http://www.hospital.kasai.hyogo.jp

病院管理栄養士を紹介します ●チームの一員として活躍
　「こんにちはー」と声をかけて、病室を訪問。患者さ
んのお顔を拝見。会話しながら握手。そっと口の中をの
ぞいて、「口を開けて。見せて」と声かけをします。栄
養状態が手術や病気の予後を左右しますので、食べる口
を失っていては大変です。他職種と連携して栄養状態と
栄養リスクを評価し、医師の指示のもと、患者さん個々
にあった栄養管理を効率よくおこない、「口から食べる」
を支援しています。
　管理栄養士一人ひとりが認定資格を生かし、チームの
一員として医療に貢献しています。

●最後に
　当院では、国の定めている特定保健指導とは別に、人
間ドックを受診された方へ栄養相談を実施しています。
栄養相談で生活習慣の振り返りや食生活の見直しができ
ます。これからも生き生きとした生活を送るために、ぜ
ひご利用ください。問い合わせ、申し込みは地域医療室

（☎ 42-2200（代））までお願いします。
（栄養科長　川嶋磨須美）

●管理栄養士になるには

※子宮頸がん検診なし

●町ぐるみ健診の日程

●申込方法／
「健診ガイドブック」にある「町ぐるみ健診申込書」に
必要事項を記入の上、郵送（切手不要）または健康課ま
でご持参ください。

●健診セットの送付／
健診日の 10 ～ 12 日前に、受付時間が記載された受診
票と健診セットを健診機関より郵送します。


